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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表面が凸面とされた複数の凸状レンズが並列したレンチキュラーレンズと、
　前記凸状レンズの前記表面とは反対側の面である裏面側に設けられたレンチキュラー画
像と、を有し、
　前記レンチキュラー画像は、複数の表示用画像からそれぞれストライプ状に抽出された
、前記凸状レンズ下のそれぞれ対応する位置に配列された複数の表示用画像列であり、
　前記複数の表示用画像は、主画像部分の互いに重なる箇所の色濃度が補正されている、
　レンチキュラー表示体。
【請求項２】
　前記複数の表示用画像の各々は、主画像部分と背景画像部分とを有し、
　前記主画像部分の互いに重なる箇所の色濃度は、前記主画像部分の色と前記背景画像部
分の色との中間色に補正されている、
　請求項１に記載のレンチキュラー表示体。
【請求項３】
　前記中間色の色濃度は、前記背景画像部分の色濃度の５％以上、５０％未満である、
　請求項２に記載のレンチキュラー表示体。
【請求項４】
　前記主画像部分は、絵及び文字の少なくとも一方を含む、
　請求項１から請求項３のいずれか１項に記載のレンチキュラー表示体。
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【請求項５】
　複数の表示用画像の各々から主画像部分の互いに重なる箇所の色濃度を補正し、
　色濃度が補正された複数の前記表示用画像からそれぞれストライプ状に複数の表示用画
像列を抽出し、
　前記複数の表示用画像列をそれぞれ対応する位置に隣接して配列された画像列群を生成
する、
　工程を有するレンチキュラー画像の形成方法。
【請求項６】
　前記複数の表示用画像の各々は、主画像部分と背景画像部分とを有し、
　前記主画像部分の互いに重なる箇所の色濃度を、前記主画像部分の色と前記背景画像部
分の色との中間色に補正する、
　請求項５に記載のレンチキュラー画像の形成方法。
【請求項７】
　前記主画像部分は、絵及び文字の少なくとも一方を含む、
　請求項５または請求項６に記載のレンチキュラー画像の形成方法。
【請求項８】
　記録媒体の表面に請求項５から請求項７のいずれか１項に記載のレンチキュラー画像の
形成方法によりレンチキュラー画像を形成する工程と、
　前記記録媒体の前記レンチキュラー画像が形成された面と、表面が凸面とされた複数の
凸状レンズが並列したレンチキュラーレンズの前記表面とは反対側の面である裏面とを貼
り合わせる工程と、を有する
　レンチキュラー表示体の製造方法。
【請求項９】
　表面が凸面とされた複数の凸状レンズが並列したレンチキュラーレンズの前記表面とは
反対側の面である裏面に、請求項５から請求項７のいずれか１項に記載のレンチキュラー
画像の形成方法によりレンチキュラー画像を形成する工程を有する、
　レンチキュラー表示体の製造方法。
【請求項１０】
　複数の表示用画像の各々について主画像部分の互いに重なる箇所の色濃度を補正し、
　色濃度が補正された前記複数の表示用画像の各々からそれぞれストライプ状に複数の表
示用画像列を抽出し、
　前記複数の表示用画像列をそれぞれ対応する位置に隣接して配列された画像列群を生成
する、
　処理をコンピュータに実行させるためのレンチキュラー画像の形成プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、レンチキュラー表示体、レンチキュラー画像の形成方法、レンチキュラー表
示体の製造方法、及びレンチキュラー画像の形成プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　見る角度によって異なる画像を表示する媒体として、表面が凸面とされた凸状レンズが
並列したレンチキュラーレンズを用いたレンチキュラー表示体が知られている。
【０００３】
　レンチキュラー表示体は、一般的に、レンチキュラーレンズの裏面側（凸状レンズの表
面とは反対側の面側）に、インターレースされた複数の画像を組合せた画像列群（レンチ
キュラー画像）を配置し、レンチキュラーレンズを通してそれらの画像列群を観察した場
合に、観察する角度により画像列群のうち１種類あるいは２種類以上の画像が表示される
。
【０００４】
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　ここで、一例として、図６～図８を用いて、１つのレンチキュラー表示体において互い
に異なる文字を含む表示用画像Ａ（以下、「画像Ａ」という場合がある。）と表示用画像
Ｂ（以下、「画像Ｂ」という場合がある。）とをそれぞれ別々に表示する場合について説
明する。
【０００５】
　図８に示すように、レンチキュラー表示体１００は、表面が凸面とされた複数の凸状レ
ンズ１０２が並列したレンチキュラーレンズ１０４を有している。レンチキュラーレンズ
１０４の裏面側（図８における下側）には、見る角度によって表示用画像Ａ、Ｂが切り替
わるように、各表示用画像Ａ、Ｂを表示するための表示用画像列Ａｎ、Ｂｎ（以下、「画
像列Ａｎ、Ｂｎ」という場合がある。）がそれぞれ対応する位置に並列して配置されてい
る。なお、画像列Ａｎ、Ｂｎによってレンチキュラー画像１０６が構成される。
【０００６】
　具体的には、レンチキュラー表示体１００が、例えばＮ個（Ｎは２以上の整数）の凸状
レンズ１０２が並列されたレンチキュラーレンズ１０４を備える場合、例えば図６に示す
ように、凸状レンズ１０２の並列方向の一端から数えてｎ番目（ｎは任意の１以上、Ｎ以
下の整数）の凸状レンズ１０２下のＳで示される領域には、図７に示すように、画像Ａ、
Ｂをそれぞれストライプ状に分割して抽出した画像列Ａｎと画像列Ｂｎが隣り合う状態に
、インターレース状に並列に配置される。
【０００７】
　図８に示すように、１番目～Ｎ番目までの凸状レンズ１０２下において、ｎ番目の凸状
レンズ１０２と同様にそれぞれ画像Ａ、Ｂから抽出された画像列Ａｎ、Ｂｎがそれぞれ対
応した位置で並列に配置される。そして、レンチキュラーレンズ１０４を通じて観察者の
見る角度によって、画像Ａから抽出された画像列Ａｎが合成されることにより画像Ａが表
示され、あるいは、画像Ｂから抽出された画像列Ｂｎが合成されることにより画像Ｂが表
示されるチェンジング効果が得られる。
【０００８】
　ところで、以上のように、観察者に視認される画像が切り替わる際に、クロストークに
より残像が観察されてしまうことが知られている。
【０００９】
　そのため、残像を低減する技術が望まれており、例えば、レンチキュラー画像の左眼画
像と右眼画像との間に、何らかの画像を設けることにより、クロストークを抑制する技術
が知られている。この種の技術として、例えば、特開平１１－２１２０２４号公報には、
レンチキュラーレンズを用いた画像表示において、圧縮画像（表示用画像列）の間に、互
いに隣り合う圧縮画像の各濃度の中間の濃度の画像である緩衝領域を設けることにより、
クロストークの発生を抑制する技術が記載されている。また、例えば、特開２０００－９
８９４８号公報には、レンチキュラーシートを用いた画像表示ディスプレイにおいて、ク
ロストークを減少させるために、レンチキュラー画像の配列中に、画像変化がない部分を
抽出した画像を配列する技術が記載されている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　しかしながら、特開平１１－２１２０２４号公報及び特開２０００－９８９４８号公報
に記載の技術のように、レンチキュラー画像の左眼画像と右眼画像との間に、何らかの画
像を設けることにより、クロストークを抑制する技術では、クロストークが充分に抑制さ
れず、視認される画像が切り替わる際に、視認の邪魔になる残像が発生する場合があった
。
【００１１】
　本開示は、視認される画像が切り替わる際の残像感を低減することができるレンチキュ
ラー表示体、レンチキュラー画像の形成方法、レンチキュラー表示体の製造方法、及びレ
ンチキュラー画像の形成プログラムを提供する。
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【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本開示の第１の態様のレンチキュラー表示体は、表面が凸面とされた複数の凸状レンズ
が並列したレンチキュラーレンズと、凸状レンズの表面とは反対側の面である裏面側に設
けられたレンチキュラー画像と、を有し、レンチキュラー画像は、複数の表示用画像から
それぞれストライプ状に抽出された、凸状レンズ下のそれぞれ対応する位置に配列された
複数の表示用画像列であり、複数の表示用画像は、主画像部分の互いに重なる箇所の色濃
度が補正されている。
【００１３】
　本開示の第２の態様のレンチキュラー表示体は、第１の態様のレンチキュラー表示体に
おいて、複数の表示用画像の各々は、主画像部分と背景画像部分とを有し、主画像部分の
互いに重なる箇所の色濃度は、主画像部分の色と背景画像部分の色との中間色に補正され
ていてもよい。
【００１４】
　本開示の第３の態様のレンチキュラー表示体は、第２の態様のレンチキュラー表示体に
おいて、中間色の色濃度は、背景画像部分の色濃度の５％以上、５０％未満であってもよ
い。
【００１５】
　本開示の第４の態様のレンチキュラー表示体は、第１の態様から第３の態様のいずれか
１態様のレンチキュラー表示体において、主画像部分は、絵及び文字の少なくとも一方を
含んでいてもよい。
【００１６】
　また、本開示の第５の態様のレンチキュラー画像の形成方法は、複数の表示用画像の各
々から主画像部分の互いに重なる箇所の色濃度を補正し、色濃度が補正された複数の表示
用画像からそれぞれストライプ状に複数の表示用画像列を抽出し、複数の表示用画像列を
それぞれ対応する位置に隣接して配列された画像列群を生成する、工程を有する。
【００１７】
　本開示の第６の態様のレンチキュラー画像の形成方法は、第５の態様のレンチキュラー
画像の形成方法において、複数の表示用画像の各々は、主画像部分と背景画像部分とを有
し、主画像部分の互いに重なる箇所の色濃度を、主画像部分の色と背景画像部分の色との
中間色に補正してもよい。
【００１８】
　本開示の第７の態様のレンチキュラー画像の形成方法、第５の態様または第６の態様の
レンチキュラー画像の形成方法において、における主画像部分は、絵及び文字の少なくと
も一方を含んでいてもよい。
【００１９】
　さらに、本開示の第８の態様のレンチキュラー表示体の製造方法は、記録媒体の表面に
本開示の第５の態様から第７の態様のいずれか１態様のレンチキュラー画像の形成方法に
よりレンチキュラー画像を形成する工程と、記録媒体のレンチキュラー画像が形成された
面と、表面が凸面とされた複数の凸状レンズが並列したレンチキュラーレンズの表面とは
反対側の面である裏面とを貼り合わせる工程と、を有する。
【００２０】
　また、本開示の第９の態様のレンチキュラー表示体の製造方法は、表面が凸面とされた
複数の凸状レンズが並列したレンチキュラーレンズの表面とは反対側の面である裏面に、
本開示の第５の態様から第７の態様のいずれか１態様のレンチキュラー画像の形成方法に
よりレンチキュラー画像を形成する工程を有する。
【００２１】
　またさらに、本開示の第１０の態様のレンチキュラー画像の形成プログラムは、複数の
表示用画像の各々について主画像部分の互いに重なる箇所の色濃度を補正し、色濃度が補
正された複数の表示用画像の各々からそれぞれストライプ状に複数の表示用画像列を抽出
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し、複数の表示用画像列をそれぞれ対応する位置に隣接して配列された画像列群を生成す
る、処理をコンピュータに実行させるためのものである。
【発明の効果】
【００２２】
　本開示によれば、視認される画像が切り替わる際の残像感を低減することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】実施形態のレンチキュラー表示体の構成の一例を示す斜視図である。
【図２】実施形態のレンチキュラー画像の形成方法の一例を説明するための説明図である
。
【図３】実施形態の表示用画像の一例を説明するための説明図である。
【図４】実施形態のレンチキュラー画像を形成するための画像形成装置の構成の一例を示
すブロック図である。
【図５】本実施形態のレンチキュラー画像を形成するためのレンチキュラー画像形成処理
の一例を示すフローチャートである。
【図６】従来のレンチキュラー表示体において別々に表示する２つの表示用画像を示す説
明図である。
【図７】図６におけるＳで示す領域の画像列群を示す説明図である。
【図８】図７に示す画像列群を含む従来のレンチキュラー表示体の厚さ方向の構成を示す
側面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　以下、図面を参照して、本開示の技術を実施するための形態例を詳細に説明する。
【００２５】
　まず、図１～図３を参照して、本実施形態のレンチキュラー表示体１０の構成について
説明する。なお、図１中において、ｘ方向はレンチキュラー表示体１０の幅方向、ｙ方向
はレンチキュラー表示体の長さ方向（長手方向）を指す。
【００２６】
　図１に示すように、レンチキュラー表示体１０は、レンチキュラーレンズ１２及びレン
チキュラー画像１４を備えている。
（レンチキュラーレンズの構成）
　本実施形態のレンチキュラーレンズ１２は、一例として図１に示すように、複数の凸状
レンズ１２Ａ（１２Ａ１～１２ＡＮ、Ｎは２以上の整数、図１に示した場合ではＮ＝６）
が並列に配置されている。凸状レンズ１２Ａは、表面１２Ｓ（図１における上面）が球面
状とされた凸面、表面１２Ａとは反対側の面である裏面１２Ｂ（図１における下面）が水
平面とされた略半円筒形状のシリンドリカルレンズであり、互いに幅方向（Ｘ方向）に並
列に配置されている。
【００２７】
　レンチキュラーレンズ１２、すなわち各凸状レンズ１２Ａは、光透過性を有する樹脂材
料によって形成されている。レンチキュラーレンズ１２を構成する樹脂としては、例えば
、ポリメチルメタクリレート樹脂（ＰＭＭＡ）、ポリカーボネート樹脂、ポリスチレン樹
脂、メタクリレート－スチレン共重合樹脂（ＭＳ樹脂）、アクリロニトリル－スチレン共
重合樹脂（ＡＳ樹脂）、ポリプロピレン樹脂、ポリエチレン樹脂、ポリエチルテレフタレ
ート樹脂（ＰＥＴ）、グリコール変性ＰＥＴ、ポリ塩化ビニル樹脂（ＰＶＣ）、熱可塑性
エラストマー、又はこれらの共重合体、及びシクロオレフィンポリマー等が挙げられる。
溶融押出し易さを考慮すると、例えば、ＰＭＭＡ、ポリカーボネート樹脂、ポリスチレン
樹脂、ＭＳ樹脂、ポリエチレン樹脂、ＰＥＴ、及びグリコール変性ＰＥＴのような溶融温
度の低い樹脂を用いるのが好ましい。エンボスローラの表面に形成されたレンズ形状が転
写されやすく、エンボス時にレンズ層にひび割れが生じにくいという理由から、グリコー
ル変性ＰＥＴを用いるのがより好ましい。レンチキュラーレンズ１２は、複数の樹脂を含
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んで構成されていてもよい。
【００２８】
　凸状レンズ１２Ａの幅（レンズピッチ）は、加工性及び画像の分解能の観点から５０μ
ｍ以上、９００μｍ以下であることが好ましい。レンズピッチはレンチキュラー表示体の
用途に応じて適宜設定できるが、例えば観察者がレンチキュラー表示体を手に持って観察
するような場合には、レンズピッチは１００μｍ以上、４５０μｍ以下であることが好ま
しい。比較的近距離で観察する場合には、レンズピッチが広すぎない方が、レンズの刻み
目によるギザギザ感（ジャギー、jaggy）が抑えられ文字などの読みにくさが低減される
ためである。観察者がレンチキュラー表示体を離れた位置（例えば、壁などに設置された
レンチキュラー表示体に正対して５０ｃｍ以上の距離など）から観察するような場合には
、レンズピッチは例えば２００μｍ以上、８５０μｍ以下であることが好ましい。なお、
レンズピッチはＬＰＩ（Line Per Inch、１インチ（２．５４ｃｍ）あたりのレンズ本数
）で規定してもよく、例えば１００ＬＰＩ、や２００ＬＰＩなどが好ましく挙げられる。
また、凸状レンズ１２Ａの裏面側、すなわちレンチキュラーレンズ１２の裏面１２Ｂ側に
は、レンチキュラー画像１４が設けられている。
（レンチキュラー画像の構成）
　レンチキュラー画像１４は、一例として、図２に示すように、２つの表示用画像１３Ａ
、１３Ｂをそれぞれ別々に表示するための表示用画像列１４Ａ１～１４ＡＮ、１４Ｂ１～
１４ＢＮを含む画像列群から構成されている。具体的には、各表示用画像１３Ａ、１３Ｂ
の各々からストライプ状に抽出された表示用画像列１４Ａ１～１４ＡＮ、１４Ｂ１～１４
ＢＮが対応する位置の凸状レンズ１２Ａ毎に隣接して配列されている。
【００２９】
　なお、本実施形態において「表示用画像」とは、レンチキュラー表示体１０によって表
示することを目的とした画像、すなわち、観察者がレンチキュラー表示体１０をレンチキ
ュラーレンズ１２側から観察した場合に観察者に認識させることを目的とした画像を意味
する。また、「表示用画像列」とは、レンチキュラーレンズ１２の下においてレンチキュ
ラーレンズ１２のｙ方向と平行に配置され、表示用画像１３Ａ、１３Ｂの一部を構成する
長方形の画像を意味する。
【００３０】
　また、表示用画像１３Ａ、１３Ｂを区別せずに総称する場合は、「表示用画像１３」と
いう。同様に、表示用画像列１４Ａ１～１４ＡＮを区別せずに総称する場合は、「表示用
画像列１４Ａ」といい、表示用画像列１４Ｂ１～１４ＢＮを区別せずに総称する場合は、
「表示用画像列１４Ｂ」という。
【００３１】
　図３には、本実施形態の表示用画像１３Ａ、１３Ｂの一例を示す。なお、図３に示した
一例では、ピクトグラムが表示された画像である場合が示されている。なお、本実施形態
の「ピクトグラム」は、本開示の「絵」の一例である。図３に示すように、本実施形態の
表示用画像１３Ａには、２つの主画像部分１３Ａｍ１、１３Ａｍ２と、１つの背景画像部
分１３Ａｂと、が含まれている。また、本実施形態の表示用画像１３Ｂには、２つの主画
像部分１３Ｂｍ１、１３Ｂｍ２と、１つの背景画像部分１３Ｂｂと、が含まれている。な
お、本実施形態では、具体例として、主画像部分１３Ａｍ１、１３Ａｍ２、１３Ｂｍ１、
１３Ｂｍ２の色（以下、「主画像色」という）を白色とし、背景画像部分１３Ａｂ、１３
Ｂｂの色（以下、「背景画像色」という）を黒色とした場合について説明する。
【００３２】
　なお、本実施形態において「主画像部分」とは、レンチキュラー表示体１０を観察者が
角度を変えて観察した場合に切り替わって見える、表示用画像１３の部分のことを意味す
る。また、「背景画像部分」とは、レンチキュラー表示体１０を観察者が角度を変えて観
察した場合に切り替わらずに見える、表示用画像１３の部分のことを意味し、本実施形態
では、主画像部分以外の部分のことを意味する。
【００３３】
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　さらに、図３に示すように、本実施形態の表示用画像１３Ａ、１３Ｂは、主画像部分の
互いに重なる箇所の色濃度が補正されている。なお、図３の上図には、表示用画像１３Ａ
、１３Ｂの各々について、上記互いに重なる箇所の色濃度を補正する前（色濃度補正前）
の表示用画像１１３Ａ、１１３Ｂを示す。
【００３４】
　なお、本実施形態において、「主画像部分の互いに重なる箇所」とは、表示用画像１３
Ａと表示用画像１３Ｂとを重ね合わせた場合に、主画像部分の重なる箇所のことをいう。
なお、主画像部分の互いに重なる箇所は、レンチキュラー画像１４を構成する場合には、
隣接して配置される。図３に示した例では、主画像部分１３Ａｍ１と、主画像部分１３Ｂ
ｍ１とが互いに重なる箇所であり、また、主画像部分１３Ａｍ２と、主画像部分１３Ｂｍ
２とが互いに重なる箇所である。具体的には、主画像部分の互いに重なる箇所は、主画像
部分１３Ａｍ１である矢印の画像と、主画像部分１３Ｂｍ１である矢印の画像との互いに
重なる部分の画像であり、また、主画像部分１３Ａｍ２であるエレベータを表すピクトグ
ラムの画像と、主画像部分１３Ｂｍ２である階段を表すピクトグラムの画像との互いに重
なる部分の画像である。
【００３５】
　表示用画像１３Ａの主画像部分と表示用画像１３Ｂの主画像部分との互いに重なる部分
は、主画像部分の重なりによって、色濃度が高くなるため、残像として視認され易くなる
。そのため、本実施形態では、残像を抑制し、かつ、残像が発生した場合においても、主
画像部分を視認し易くするために、表示用画像１３Ａの主画像部分と表示用画像１３Ｂの
主画像部分との互いに重なる部分の色濃度を補正する。
【００３６】
　本実施形態の表示用画像１３では主画像部分１３Ａｍ１、１３Ｂｍ１の主画像色と、背
景画像部分１３Ａｂ、１３Ｂｂの背景画像色との中間色である灰色で、主画像部分１３Ａ
ｍ１と、主画像部分１３Ｂｍ１とが互いに重なる箇所の色濃度が補正される。また、表示
用画像１３では主画像部分１３Ａｍ２、１３Ｂｍ２の主画像色と、背景画像部分１３Ａｂ
、１３Ｂｂの背景画像色との中間色である灰色で、主画像部分１３Ａｍ２と、主画像部分
１３Ｂｍ２とが互いに重なる箇所の色濃度が補正される。
【００３７】
　本実施形態のレンチキュラー画像１４は、図４に一例を示した画像形成装置３０により
形成される。
【００３８】
　本実施形態の画像形成装置３０は、図４に示すように、制御部３２と、記憶部３４と、
Ｉ／Ｆ（InterFace）部３６と、を備えたマイクロコンピュータ等としてもよい。制御部
３２と、記憶部３４と、Ｉ／Ｆ部３６とは、バス３９により、互いに情報の授受が可能に
接続されている。
【００３９】
　制御部３２は、ＣＰＵ（Central Processing Unit）３２Ａ、ＲＯＭ（Read Only Memor
y）３２Ｂ、及びＲＡＭ（Random Access Memory）３２Ｃを含み、画像形成装置３０の全
体を制御する。制御部３２のＣＰＵ３２Ａが、ＲＯＭ３２Ｂに記憶されているプログラム
を実行することにより、図５に一例を示したレンチキュラー画像形成処理が実行されて、
レンチキュラー画像１４が形成される。
【００４０】
　図５に示したステップＳ１００で制御部３２は、複数の表示用画像１３の各々について
、主画像部分の互いに重なる箇所の色濃度を補正する。本実施形態では、一例として、制
御部３２は、まず、複数の表示用画像１３を取得する。例えば、複数の表示用画像１３が
記憶部３４に記憶されている場合、制御部３２は、記憶部３４から読み出すことにより、
複数の表示用画像１３を取得する。
【００４１】
　そして、制御部３２は、複数の表示用画像（図３、表示用画像１１３Ａ、１１３Ｂ参照
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）の各々について、主画像を抽出する。例えば、制御部３２は、複数の表示用画像の各々
における予め定められた領域毎に、重なる箇所について、画像解析を行い予め定められた
領域の類似度を算出する。そして、制御部３２は、類似度が予め定められた閾値未満であ
る予め定められた領域同士、すなわち、類似度が低い予め定められた領域同士を主画像部
分として抽出し、類似度が予め定められた閾値以上である予め定められた領域同士、すな
わち、類似度が高い予め定められた領域同士を背景画像部分として抽出する。
【００４２】
　さらに、制御部３２は、抽出した主画像部分の互いに重なる箇所の色濃度を、主画像色
と、背景画像色との中間色とし、その色濃度を背景画像部分に対して予め定められた色濃
度（具体的には、５％以上、５０％以下、詳細後述）に補正する。なお、主画像色及び背
景画像色や中間色が何色であるかの情報は、予め定められていてもよいし、Ｉ／Ｆ部３６
を介して外部から取得してもよく、その取得方法は特に限定されない。
【００４３】
　これにより、主画像部分の互いに重なる箇所の色濃度が補正された表示用画像（図３、
表示用画像１３Ａ、１３Ｂ参照）が生成される。
【００４４】
　次のステップＳ１０２で制御部３２は、主画像部分の互いに重なる箇所の色濃度が補正
された複数の表示用画像から、ストライプ状に、複数の表示用画像列を抽出する（図２、
表示用画像列１４Ａ、１４Ｂ参照）。抽出する表示用画像列の数は、対応するレンチキュ
ラーレンズ１２の凸状レンズ１２Ａの数に応じて定められている。
【００４５】
　次のステップＳ１０４で制御部３２は、抽出された複数の表示用画像列が配列された画
像列群を生成する（図２、レンチキュラー画像１４参照）。これにより、本実施形態のレ
ンチキュラー画像１４が形成されたため、本レンチキュラー画像形成処理を終了する。形
成された、レンチキュラー画像１４は、Ｉ／Ｆ部３６を介して、予め定められたタイミン
グで外部に出力される。
【００４６】
　さらに、本実施形態のレンチキュラー表示体１０は、一例として、以下の製造方法に含
まれる工程により製造することができる。なお、本明細書における「工程」の用語は、独
立した工程だけではなく、他の工程と明確に区別できない場合であってもその工程の所期
の目的が達成されれば、本用語に含まれる。
【００４７】
　レンチキュラー表示体１０を製造する場合、まず、一例として、図２に示す表示用画像
１３Ａと表示用画像１３Ｂとをそれぞれストライプ状に分割し、表示用画像列１４Ａ、１
４Ｂを抽出する。
【００４８】
　そして、レンチキュラーレンズ１２の裏面の対応する位置に、インクジェット方式によ
り表示用画像列１４Ａ、１４Ｂをそれぞれ印刷することで、レンチキュラーレンズ１２の
裏面にレンチキュラー画像１４を形成することにより、レンチキュラー表示体１０が製造
される。なお、表示用画像列１４Ａ、１４Ｂの印刷方法はインクジェット方式には限られ
ず、電子写真方式、またはオフセット印刷方式等を用いてもよい。例えば、画像形成には
インクジェット方式、及びオフセット印刷方式いずれも好ましく用いることができるが、
レンズピッチが広くなるにつれ原理上レンチキュラー表示体の厚みも厚くなるため、オフ
セット印刷方式よりもインクジェット方式（特に好適にはフラットヘッド方式）がより好
ましく用いられることがある。
【００４９】
　また例えば、レンチキュラー表示体１０は、以下の製造方法に含まれる工程により製造
することができる。
【００５０】
　レンチキュラー表示体１０を製造する場合、まず、一例として、図２に示す表示用画像
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１３Ａと表示用画像１３Ｂとをそれぞれストライプ状に分割し、表示用画像列１４Ａ、１
４Ｂを抽出する。
【００５１】
　そして、記録媒体（図示省略）の表面の対応する位置に、インクジェット方式により表
示用画像列１４Ａ、１４Ｂをそれぞれ印刷することで、記録媒体の表面にレンチキュラー
画像１４を形成する。
【００５２】
　そして、レンチキュラー画像１４が形成された記録媒体の表面と、レンチキュラーレン
ズ１２の裏面とを貼り合わせることにより、レンチキュラー表示体１０が製造される。
［実施例］
　以下に、レンチキュラー表示体１０の評価結果について、実施例を挙げて説明するが、
本開示の技術は、以下の実施例に限定されるものではない。
（実施例１）
　レンチキュラーレンズ１２をグリコール変性ＰＥＴにより構成し、レンズピッチを１０
０ＬＰＩとした。また、レンチキュラー画像１４は、２つの表示用画像１３から得られた
表示用画像列１４Ａ、１４Ｂにより構成した。また、主画像色は白色とし、背景画像色は
黒色とした。さらに、主画像部分の互いに重なる箇所の色は灰色とし、その濃度は１５％
とした。また、主画像部分の画像は、ピクトグラムの画像とした。
（実施例２）
　レンチキュラーレンズ１２をグリコール変性ＰＥＴにより構成し、レンズピッチを１０
０ＬＰＩとした。また、レンチキュラー画像１４は、２つの表示用画像１３から得られた
表示用画像列１４Ａ、１４Ｂにより構成した。また、主画像色は白色とし、背景画像色は
黒色とした。さらに、主画像部分の互いに重なる箇所の色は灰色とし、その濃度は１５％
とした。また、主画像部分の画像は、文字を表す画像とした。
（実施例３）
　レンチキュラーレンズ１２をグリコール変性ＰＥＴにより構成し、レンズピッチを１０
０ＬＰＩとした。また、レンチキュラー画像１４は、２つの表示用画像１３から得られた
表示用画像列１４Ａ、１４Ｂにより構成した。また、主画像色は白色とし、背景画像色は
青色とした。さらに、主画像部分の互いに重なる箇所の色は水色とし、その濃度は１５％
とした。また、主画像部分は、ピクトグラムとした。
（実施例４）
　レンチキュラーレンズ１２をグリコール変性ＰＥＴにより構成し、レンズピッチを１０
０ＬＰＩとした。また、レンチキュラー画像１４は、２つの表示用画像１３から得られた
表示用画像列１４Ａ、１４Ｂにより構成した。また、主画像色は白色とし、背景画像色は
青色とした。さらに、主画像部分の互いに重なる箇所の色は水色とし、その濃度は１５％
とした。また、主画像部分は、文字とした。
（実施例５）
　レンチキュラーレンズ１２をグリコール変性ＰＥＴにより構成し、レンズピッチを１０
０ＬＰＩとした。また、レンチキュラー画像１４は、２つの表示用画像１３から得られた
表示用画像列１４Ａ、１４Ｂにより構成した。また、主画像色は白色とし、背景画像色は
黒色とした。さらに、主画像部分の互いに重なる箇所の色は灰色とし、その濃度は５０％
とした。また、主画像部分は、ピクトグラムとした。
（実施例６）
　レンチキュラーレンズ１２をグリコール変性ＰＥＴにより構成し、レンズピッチを１０
０ＬＰＩとした。また、レンチキュラー画像１４は、２つの表示用画像１３から得られた
表示用画像列１４Ａ、１４Ｂにより構成した。また、主画像色は白色とし、背景画像色は
黒色とした。さらに、主画像部分の互いに重なる箇所の色は灰色とし、その濃度は５％と
した。また、主画像部分は、ピクトグラムとした。
（実施例７）
　レンチキュラーレンズ１２をグリコール変性ＰＥＴにより構成し、レンズピッチを１０



(10) JP 6548832 B2 2019.7.24

10

20

30

40

50

０ＬＰＩとした。また、レンチキュラー画像１４は、３つの表示用画像１３の各々から得
られた表示用画像列により構成した。また、主画像色は白色とし、背景画像色は黒色とし
た。さらに、主画像部分の互いに重なる箇所の色は灰色とし、その濃度は１５％とした。
また、主画像部分は、ピクトグラムとした。
（実施例８）
　レンチキュラーレンズ１２をアクリル樹脂により構成し、レンズピッチを１００ＬＰＩ
とした。また、レンチキュラー画像１４は、２つの表示用画像１３から得られた表示用画
像列１４Ａ、１４Ｂにより構成した。また、主画像色は白色とし、背景画像色は黒色とし
た。さらに、主画像部分の互いに重なる箇所の色は灰色とし、その濃度は１５％とした。
また、主画像部分は、ピクトグラムとした。
（実施例９）
　レンチキュラーレンズ１２をグリコール変性ＰＥＴにより構成し、レンズピッチを２０
０ＬＰＩとした。また、レンチキュラー画像１４は、２つの表示用画像１３から得られた
表示用画像列１４Ａ、１４Ｂにより構成した。また、主画像色は白色とし、背景画像色は
黒色とした。さらに、主画像部分の互いに重なる箇所の色は灰色とし、その濃度は１５％
とした。また、主画像部分は、ピクトグラムとした。
（実施例１０）
　レンチキュラーレンズ１２をグリコール変性ＰＥＴにより構成し、レンズピッチを１０
０ＬＰＩとした。また、レンチキュラー画像１４は、２つの表示用画像１３から得られた
表示用画像列１４Ａ、１４Ｂにより構成した。また、主画像色は白色とし、背景画像色は
黒色とした。さらに、主画像部分の互いに重なる箇所の色は灰色とし、その濃度は２％と
した。また、主画像部分は、ピクトグラムとした。
（実施例１１）
　レンチキュラーレンズ１２をグリコール変性ＰＥＴにより構成し、レンズピッチを１０
０ＬＰＩとした。また、レンチキュラー画像１４は、２つの表示用画像１３から得られた
表示用画像列１４Ａ、１４Ｂにより構成した。また、主画像色は白色とし、背景画像色は
黒色とした。さらに、主画像部分の互いに重なる箇所の色は灰色とし、その濃度は６０％
とした。また、主画像部分は、ピクトグラムとした。
（実施例１２）
　レンチキュラーレンズ１２をグリコール変性ＰＥＴにより構成し、レンズピッチを１０
０ＬＰＩとした。また、レンチキュラー画像１４は、２つの表示用画像１３から得られた
表示用画像列１４Ａ、１４Ｂにより構成した。また、主画像色は白色とし、背景画像色は
黒色とした。さらに、主画像部分の互いに重なる箇所の色は灰色とし、その濃度は１０％
とした。また、主画像部分は、ピクトグラムとした。
（実施例１３）
　レンチキュラーレンズ１２をグリコール変性ＰＥＴにより構成し、レンズピッチを１０
０ＬＰＩとした。また、レンチキュラー画像１４は、２つの表示用画像１３から得られた
表示用画像列１４Ａ、１４Ｂにより構成した。また、主画像色は白色とし、背景画像色は
黒色とした。さらに、主画像部分の互いに重なる箇所の色は灰色とし、その濃度は２０％
とした。また、主画像部分は、ピクトグラムとした。
（実施例１４）
　レンチキュラーレンズ１２をグリコール変性ＰＥＴにより構成し、レンズピッチを１０
０ＬＰＩとした。また、レンチキュラー画像１４は、２つの表示用画像１３から得られた
表示用画像列１４Ａ、１４Ｂにより構成した。また、主画像色は白色とし、背景画像色は
黒色とした。さらに、主画像部分の互いに重なる箇所の色は灰色とし、その濃度は３０％
とした。また、主画像部分は、ピクトグラムとした。
（比較例１）
　レンチキュラーレンズをグリコール変性ＰＥＴにより構成し、レンズピッチを１００Ｌ
ＰＩとした。また、レンチキュラー画像は、２つの表示用画像の各々から得られた表示用
画像列により構成した。また、主画像色は白色とし、背景画像色は黒色とした。さらに、
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主画像部分の互いに重なる箇所の色は主画像色と同様に白色とし、すなわち色濃度の補正
を行わないとし、その濃度を０％とした。また、主画像部分は、ピクトグラムとした。
（比較例２）
　レンチキュラーレンズをグリコール変性ＰＥＴにより構成し、レンズピッチを１００Ｌ
ＰＩとした。また、レンチキュラー画像は、２つの表示用画像の各々から得られた表示用
画像列により構成した。また、主画像色は白色とし、背景画像色は黒色とした。さらに、
主画像部分の互いに重なる箇所の色は主画像色と同様に白色とし、すなわち色濃度の補正
を行わないとし、その濃度を０％とした。また、主画像部分は、文字とした。
（評価結果）
　本実施例１～１４、及び比較例１、２について、残像の発生による画像の視認性（見や
すさ）についてＡ～Ｄの５段階で評価を行い、評価Ａ～Ｃを製品として許容できる範囲と
した、評価結果を表１に示す。
【００５３】
【表１】

【００５４】
　表１から分かるように、主画像部分の互いに重なる箇所を中間色とし、その色濃度が、
背景画像部分の色濃度の５％以上、５０％未満である場合に、好ましい視認性（評価Ｂ）
が得られた。また、上記中間色の色濃度が、背景画像部分の色濃度の１０％以上、２０％
未満である場合に、より好ましい視認性（評価Ａ）が得られた。
【００５５】
　一方、主画像部分の互いに重なる箇所の色濃度を補正しなかった、比較例１、２では、
重なり部分の色、すなわち白色が濃く視認され、残像が発生したことにより、実施例と比
較して、画像の視認性が低下した。
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【００５６】
　以上説明したように、本実施形態のレンチキュラー表示体１０は、表面１２Ｓが凸面と
された複数の凸状レンズ１２Ａが並列したレンチキュラーレンズ１２と、凸状レンズ１２
Ａの表面１２Ｓとは反対側の面である裏面１２Ｂ側に設けられたレンチキュラー画像１４
と、を有する。レンチキュラー画像１４は、複数の表示用画像１３からそれぞれストライ
プ状に抽出された、凸状レンズ１２Ａ下のそれぞれ対応する位置に配列された複数の表示
用画像列１４Ａ１～１４ＡＮ、１４Ｂ１～１４ＢＮであり、複数の表示用画像１３は、主
画像部分の互いに重なる箇所の色濃度が補正されている。
【００５７】
　このように、本実施形態のレンチキュラー表示体１０では、観察者が視認する画像が切
り替わる際に、残像として視認される、複数の表示用画像１３の各々における主画像部分
の互いに重なる箇所の色濃度を、残像が視認されない濃度、または残像が視認されたとし
ても見易い濃度、に補正される。従って、本実施形態のレンチキュラー表示体１０によれ
ば、視認される画像が切り替わる際の残像感を低減することができる
　また、本実施形態では、表示用画像１３そのものに対して色濃度を補正し、表示用画像
１３から表示用画像列１４Ａ、１４Ｂをストライプ状に抽出して、レンチキュラー画像１
４を形成する。その後、レンチキュラー画像１４をレンチキュラーレンズ１２に印刷した
り、または、貼り合わせたりする等によって組み合わせることにより、レンチキュラー表
示体１０を製造する。そのため、例えば、レンチキュラー画像の１つの凸状レンズ１２Ａ
の下に対応する複数の表示用画像列同士の間に、何らかの画像を設けることにより、クロ
ストークを抑制する場合に比べて、レンチキュラー表示体１０の製造方法が容易になる。
また、本実施形態によれば、複数の表示用画像列同士の間に何らかの画像を設ける場合に
比べて、解像度を高めやすくすることができる。
【００５８】
　なお、本実施形態では、１つの凸状レンズ１２Ａの下に、表示用画像列１４Ａ、１４Ｂ
がそれぞれ１列ずつ配列されていたが、１つの凸状レンズ１２Ａの下に、表示用画像列１
４Ａ、１４Ｂが複数列ずつ配列されていてもよい。１つの凸状レンズ１２Ａの下に配列さ
れる表示用画像列の数を多くすることで、解像度を高めることができる。
【００５９】
　また、本実施形態では、レンチキュラー表示体１０は２種類の表示用画像１３（１３Ａ
、１３Ｂ）を表示する形態とされていたが、レンチキュラー表示体１０は３種類以上の表
示用画像１３を表示する形態とされていてもよい。
【００６０】
　また、本実施形態では、主画像部分が、ピクトグラム及び文字の少なくとも一方を含む
形態について説明したが、主画像部分がどのような画像であるかは、特に限定されない。
例えば、人物等を撮影した写真における、人物画像であってもよい。
　また、本実施形態では、レンチキュラー表示体１０を観察者が角度を変えて観察した場
合に、切り替わって見える、表示用画像１３の部分のことを主画像部分とした形態につい
て説明したが、主画像部分は、この形態に限定されない。例えば、切り替わって見える、
表示用画像１３の部分が複数有る場合、そのうちの人物等の主体となる画像を含む画像を
、主画像部分とする形態であってもよい。
【００６１】
　また、本実施形態では、表示用画像１３が、主画像部分と背景画像部分とを含む形態に
ついて説明したが、この形態に限定されず、表示用画像１３の全体が切り替わって見える
場合等、主画像部分のみを含む形態としてもよい。
【００６２】
　また、本実施形態では、複数の表示用画像１３の各々における主画像色が同じである形
態について説明したが、この形態に限定されない。例えば、図３に示した表示用画像１３
Ａの主画像部分１３Ａｍ１の色を白色とし、表示用画像１３Ｂの主画像部分１３Ｂｍ１の
色を赤色としてもよい。この場合、例えば、白色、赤色、及び背景画像部分１３Ａｂ、１
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てもよいし、これら全色、または、これらのうちの予め定められた色の中間色に補正して
もよい。また、複数の表示用画像１３の各々における主画像部分が互いに色が異なる部分
を含む場合は、色が異なる部分については、色濃度の補正を行わなくてもよい。
【００６３】
　また、本実施形態において、凸状レンズ１２Ａの表面１２Ｓは球面状とされていたが、
凸状レンズ１２Ａは表面１２Ｓが凸面とされていればよく、例えば表面１２Ｓが非球面状
とされていてもよい。例えば、凸状レンズ１２Ａは、断面三角形状とされていてもよい。
【００６４】
　その他、本実施形態で説明したレンチキュラー表示体１０の構成及び製造方法、レンチ
キュラー画像１４の構成及び製造方法等は一例であり、本開示の技術の主旨を逸脱しない
範囲内において状況に応じて変更可能であることはいうまでもない。
　２０１６年９月２８日出願の日本国特許出願２０１６－１９０１６６号の開示は、その
全体が参照により本明細書に取り込まれる。
　本明細書に記載された全ての文献、特許出願、及び技術規格は、個々の文献、特許出願
、及び技術規格が参照により取り込まれることが具体的かつ個々に記された場合と同程度
に、本明細書中に参照により取り込まれる。
【符号の説明】
【００６５】
１０　レンチキュラー表示体
１２　レンチキュラーレンズ
１２Ａ、１２Ａ１～１２ＡＮ　凸状レンズ
１２Ｓ　表面
１２Ｂ　裏面
１３、１３Ａ、１３Ｂ　表示用画像
１３Ａｍ１、１３Ａｍ２、１３Ｂｍ１、１３Ｂｍ２　主画像部分
１３Ａｂ、１３Ｂｂ　背景画像部分
１４　レンチキュラー画像
１４Ａ　１４Ａ１、１４Ａ２～１４ＡＮ　表示用画像列
１４Ｂ　１４Ｂ１、１４Ｂ２～１４ＢＮ　表示用画像列
３０　画像形成装置
３２　制御部
３２Ａ　ＣＰＵ
３２Ｂ　ＲＯＭ
３２Ｃ　ＲＡＭ
３４　記憶部
３６　Ｉ／Ｆ部
３９　バス
１００　レンチキュラー表示体
１０２　凸状レンズ
１０４　レンチキュラーレンズ
１０６　レンチキュラー画像
１１３Ａ、１１３Ｂ　表示用画像（色濃度補正前）
Ａｎ、Ｂｎ　表示用画像列
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